
 

入 札 説 明 書 

(最低価格落札方式) 

 

契約番号：令和７年度 契第単０８２号 

契約件名：巡視船の外国寄港に伴う支援業務（国刑、単価） 

 

＜項目及び構成＞ 

１ 契約担当官等 

２ 調達内容 

３ 競争参加資格 

４ 入札参加申込 

５ 入札書の提出方法 

６ 入札書の受領期限 

７ 問い合わせ先 

８ 入札の無効 

９ 入札の延期等 

１０ 提出書類にかかる委任状について 

１１ 開札の日時及び場所 

１２ 開札 

１３ 談合等不正行為があった場合の違約金等 

１４ その他 

 

様式１ 確認書（電子入札用） 

様式２ 紙入札方式参加願 

様式２－２ 紙入札業者入力表 

様式３ 情報保全に係る履行体制に関する誓約書 

様式４ 情報保全に係る履行体制に関する資料 

  



第四管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告（令和７年５月２日付）に基

づく入札については、会計法（昭和２２年法律第３５号）、予算決算及び会計令

（昭和２２年勅令第１６５号）、契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２

号）に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

１ 契約担当官等 

支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 澤井 幸保 

２ 調達内容 

（１）契約件名   巡視船の外国寄港に伴う支援業務（国刑、単価） 

（２）契約内容   仕様書のとおり 

（３）履行（納入）期限 令和７年６月３０日 

（４）履行（納入）場所 仕様書のとおり 

（５）情報保全に係る履行体制の確認 

   契約の相手方になろうとする者は、本業務で知り得た保護すべき情報（契約

を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、下

記７（３）（以下、担当原課）が保護を要さないことを同意していない一切の

情報をいう。以下同じ。）を適切に管理するため、次の履行体制を確保する。 

  【受注後、確保すべき履行体制】 

   ・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取

扱者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有しているもの

とする。 

   ・担当原課が同意した場合を除き、契約の相手方に係る親会社、地域総括会

社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の

契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体

制を有しているものとする。 

（６）参加方法 

本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。 

ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出するこ

とで参加可能とする。 

（７）入札方法 

ア 入札方法は本業務の予定数量に対する総価で行う。 

イ 入札者は、運送費等の業務実施に要する一切の諸経費を含め契約金額を見

積もるものとする。 

ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％

に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積



もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載した入札書を

提出しなければならない。 

エ 入札者は、仕様書、契約書（案）などを熟覧のうえ入札しなければならな

い。この場合において仕様書、契約書（案）などについて疑義があるとき

は、関係職員の説明を求めることができる。 

（７）入札保証金及び契約保証金  

免除 

３ 競争参加資格 

（１）次の者は、競争に参加する資格を有さない。 

ア 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当する者。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要

な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

イ 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当する者。 

ウ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後３年を経過して

いない者。（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につい

てもまた同じ。） 

（ア）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者。 

（イ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正 の

利益を得るために連合した者。 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた

者。 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。 

（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 

（カ）前各号のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者を、

契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した

者。 

（２）令和７・８・９年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）におい

て、「役務の提供等」のＡ等級又はＢ等級に格付けされ、東海・北陸地域の競

争参加資格を有する者であること。（ただし指名停止期間中にあるものは除

く。） 

(３)電子調達システムによる場合 

電子認証（ＩＣカード）を取得していること。 

４ 入札参加申込 

（１）「情報保全に係る履行体制に関する誓約書」（様式３）及び「情報保全に係

る履行体制に関する資料」（様式４）を担当原課へ持参又は郵送等により担当



者宛に提出し、同意を得ること。 

（２）前記（１）の同意を得た者に対して、担当原課から仕様書を配布するものと

する。 

（３）前記（２）にて仕様書を入手し、この一般競争に参加を希望する者は、次の

期限までに参加を申し込むものとする。 

電子調達システムによる入札書類データ（証明書等）の受領期限及び紙入札方

式による証明書等の受領期限 令和７年５月２１日 １７時００分 

（４）提出証明書類 

  ア 電子入札 

    ・確認書（電子入札用） 

    ・資格審査結果通知書の写し 

  イ 紙入札 

    ・紙入札方式参加願 

    ・紙入札業者入力表 

    ・資格審査結果通知書の写し 

（５）資格審査結果通知 
送信又は提出された書類の審査結果は、原則令和７年５月２２日１７時００分

までに、電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受

けたのち入札に参加すること。 

ただし、情報保全に係る履行体制に関する資料等を提出した場合は、上記期限

の後に通知することもある。 

５ 入札書の提出方法 

（１）電子調達システム利用者は、同システムにより入札すること。 

（２）紙入札方式参加願提出者は、入札書を封筒に入れ、法人名等（代理人を含

む。）及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書し封印し提出すること。 

なお、入札書は当庁様式を第四管区海上保安本部ホームページからダウンロ

ードのうえ使用すること。 

（３）入札書の提出先 

〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船２－３－１２ 

第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 

ＴＥＬ：０５２-６６１－１６１１（内線２２２３、２２２４） 

（４）電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

（５）郵送により提出する場合 

支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便

事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事



業者等」という。）の提供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」

という。）の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等お

いて当該信書物（同法第２条第３項に規定する信書便物をいう。）の引き受け

及び配達記録をした信書便。）にすることができる。 

郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、

中封筒に法人名等（代理人を含む。）及び「契約件名、開札年月日」をそれぞ

れ朱書するものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければ

ならない。 

（６）入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることがで

きない。 

６ 入札書の受領期限 

令和７年５月２８日 １７時００分まで 

７ 問い合わせ先 

(１)電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先 

電子調達システム：https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz 

電子調達システムヘルプデスク：ＴＥＬ ０５７０－０００－６８３ 

(２)入札及び契約に関する問い合わせ先 

〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船２－３－１２ 

第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 

ＴＥＬ ０５２-６６１－１６１１（内線２２２３、２２２４） 

jcg-4keiyaku@gxb.mlit.go.jp 

(３)仕様及び情報保全に関する問い合わせ先 

第四管区海上保安本部 警備救難部 国際刑事課 

ＴＥＬ ０５２-６６１－１６１１（内線３２１７） 

８ 入札の無効 

本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札

者に求められる義務履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する

入札は無効とする。 

(１)委任状が提出されていない代理人のした入札。 

(２)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者の

した入札。 

(３)記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって

代えることができる。）を欠く入札。 

(４)金額を訂正した入札。 

(５)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札。 

(６)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を



得るために連合した者の入札。 

(７)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者

の入札。 

(８)競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあって

は、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札。 

(９)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同

等のものであることを証明できなかった入札。 

(10)電子入札者にあっては、ＩＣカードを不正に使用して行った入札。 

(11)競争参加資格のある者であっても、入札時点において、第四管区海上保安本

部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。 

９ 入札の延期等 

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に

執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札

に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがあ

る。 

10 提出書類にかかる委任状について 

(１)期間委任 

期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。

但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。（既提出者を除

く） 

(２)都度委任 

入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出するこ

と。 

(３)復代理人は認めないものとする。 

(４)代理人による入札 

入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理

人を兼ねることができない。 

11 開札の日時及び場所 

日時：令和７年５月２９日 １３時００分 

場所：第四管区海上保安本部 入札室 

12 開札 

（１）開札は、原則、紙入札方式による入札者又はその代理人を立ち会わせて行

う。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のな

い職員を立ち会わせて行う。 

（２）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場すること

ができない。 



（３）入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職

員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関す

る委任状を提示しなければならない。 

（４）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にや

むを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができな

い。 

（５）開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の

制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。再度入札

の時間については、原則として開札手続きを行ったのち３０分後に行うことと

する。電子入札者は、再度入札通知書を必ず確認すること。なお、開札手続き

に時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当

官から連絡を行う。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として

退室は認めない。 

ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別

途指定する日時に再度入札を行う。 

（６）電子調達システム参加者の障害により電子入札ができない旨の申告があり、

すぐに復旧できないと判断され、かつ、天災、広域・地域的停電、プロバイ

ダ、通信事業者に起因する通信障害又はその他、時間延長が妥当であると認め

られた場合（ただし、ＩＣカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者

の責による障害であると認められる場合を除く。）等の理由により、複数の電

子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定

時間の変更（延長）を行う。 

（７）発注者側に障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務

省）と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時

間及び開札予定時間の変更（延長）を行い、復旧の見込みがない場合には、紙

入札に変更するものとする。   

（８）入札締切予定時間になっても入札書が電子調達システムサーバーに未到達で

あり、かつ電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を

辞退したものと見なす。 

13 談合等不正行為があった場合の違約金等 

（１）受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者

の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、

変更後の契約額）の10分の１に相当する額を違約金として受注者の指定する期

間内に支払わなければならない。 

（２）この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反



し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規

定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条

の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に

基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令

が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定に

より取り消された場合を含む。） 

（３）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置

命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下

「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確

定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対す

る命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）

において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反

する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（４）前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第

３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違

反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該

期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納

付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の

基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含

む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると

き。 

（５）この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治40年法律第45号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若

しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（６）受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注

者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パー

セントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

14 その他 

(１)契約手続きに使用される言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(２)落札者の決定方法 

ア 本入札説明書記載の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、

本入札説明書に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の

入札価格が予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価

格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を

もって落札者とする。 



ただし、本件は低入札調査制度を採用し、調査基準価格（当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価

格をいう。）を下回った入札を行った者については、調査を行ったうえで落

札とするか否かを決定するものとするため、該当者は、予算決算及び会計令

（昭和２２年勅令第１６５号）第８６条第１項に基づく契約担当官等の行う

調査に協力しなければならない。 

調査の結果、落札が否定された場合、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を当該契

約の相手方とすることがある。 

イ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者

の決定を行うこととなった場合は、以下のとおり行うものとする。 

(ア)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者

が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定す

るものとする。 

(イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場

合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札

方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者

を決定するものとする。 

(ウ)同価格の入者をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ

（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。電子調達

システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装し

ている。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999 の数字

が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を

入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願（様式2）」に記載するもの

とする。 

ウ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内に、入札

者に電子入札システム又は書面により通知する。 

(３)契約書の作成 

ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取

り交わすものとする。ただし、契約金額が２５０万円に満たない場合は、省

略することがある。 

イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、ま

ず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送

付を受けてこれに記名押印するものとする。 

ウ 上記イの場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書

の１通を契約の相手方に送付するものとする。 



エ 電子契約による場合は、上記に限らず、別途調整の上で作成する。 

(４)支払条件 

仕様書に記載された支払い方法による。 

(５)その他詳細規程 

上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、

かつ、遵守すべき事項は、「第四管区海上保安本部入札・見積者心得」による

ものとする。 

(６)異議の申立 

入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を

理由として異議を申し立てることはできない。 

(７)確認書・入札書・紙入札方式参加願等の書式について 

第四管区海上保本部のホームページから適宜ダウンロードし作成すること。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/yoshiki/ 

（８）「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」

（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府

省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるこ

と。 

 



様式１ 

○宛 先： 第四管区海上保安本部 総務部 入札審査係 

  

  

確認書（電子入札用） 
  

件名：巡視船の外国寄港に伴う支援業務（国刑、単価）  

  

本案件については、「電子入札方式」により参加します。   

 

 

 

令和  年  月  日 

  

会 社 名 等  

代表者役職  

代表者氏名  

 

※代表者以外の方で入札する場合は、受任者を記載してください。 

 

 

※以下は、必ず記載してください。 

責任者所属・氏名  

担当者所属・氏名  

連絡先 TEL FAX 

メールアドレス  

 

 

  紙入札方式での参加を希望する方   は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 

 

 



様式２ 

 

紙入札方式参加願 
 

件名：巡視船の外国寄港に伴う支援業務（国刑、単価）  

 

上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。   

  

令和   年   月   日   

 

資格審査登録番号 

企業名称 

企業郵便番号 

企業住所 

代表者氏名 

代表者役職 

電子くじ番号 

（連絡先） 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

メールアドレス 

 

【入札者】 
住所  〒 

 

企業名称 

役職・氏名                印 

 

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること 

（連絡先は２以上記載すること） 

本件責任者： 

担当者： 

連絡先１： 

連絡先２ 

 

  

支出負担行為担当官 第四区海上保安本部長 殿 

 

 

※ １．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印

する。  

２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999 の任意の３桁の数字を記

載する。 



様式２―２ 

紙入札業者入力表 
 

件名  巡視船の外国寄港に伴う支援業務（国刑、単価） 

業者名称   

郵便番号   

住所 部署名   

代表者氏名   

代表者電話番号    

代表者等ＦＡＸ番号   

連絡先名称   

連絡先氏名   

連絡先住所   

連絡先電話番号   

連絡先 FAX 番号   

連絡先メールアドレス 



様式３ 
 

 
情報保全に係る履行体制に関する誓約書 

 
 貴庁からご案内いただきました「巡視船の外国寄港に伴う支援業務（国刑、単価）」にかかる

保護すべき情報の取扱いにつきましては下記事項を遵守し、情報保全に万全を期すことを誓約

します。 
 

記 
 
１．本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取扱者以外に伝達又は漏洩さ

れないことを保証します。 
２．第四管区海上保安本部警備救難部国際刑事課長（以下、担当原課長）が同意した場合を除き、参加者に

係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の参

加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の参加者以外の者に対して伝達

又は漏洩されないことを保証する履行体制を有しています。 
３．本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示する必要が発生した場合、担

当原課長へ報告するとともに、担当原課長の許可が得られなければ、いかなる場合においても、情報を

開示しません。 
  また、必要資料の提出指示があれば、その支持に従います。 
４．本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い（返却・削

除等）については、担当原課長の指示に従います。 
なお、第四管区海上保安本部との契約にかかる関係書類については適切に保管するものとします。 

５．本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した

場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当原課長へ報告するも

のとします。 
なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、第四管区海上保安本部が

行う報告徴収や調査に応じます。 
 
 
第四管区海上保安本部警備救難部国際刑事課長 殿 

 
 

令和  年  月  日 
                 会 社 名 
                 職   名 
                 代表者氏名                印 



様式４ 
 

 
 

 
 

情報保全に係る履行体制に関する資料 

① 情報取扱者名簿 ※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 

 氏名 住所 生年月日 所属部署 役職 

情報管理責任者

（※１） 

Ａ      

情報取扱管理者

（※２） 

Ｂ      

Ｃ      

業務従事者 

（※３） 

Ｄ      

Ｅ      

再委託先（※4） Ｆ      

（※１）本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。 

（※２）本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）本契約後に再委託先を選定する場合は、別途選定を行う際に追記して承認を得ること。 

※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。 

 

② 情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること（再委託先も含む）。 

 

 

③ その他 

・情報管理規則等の内規を有している場合で上記例を満たす情報については、当該内

規の添付で代用可能。 

・情報管理規則等の内規があれば別途添付すること。 

・必要に応じ、本紙記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。 

情報取扱者 

情報管理責任者 

情報取扱管理者 

業務従事者 

再委託先 

Ａ 

Ｂ（進捗状況管理） 

Ｄ 

Ｃ（経費情報管理） 

Ｅ 

Ｆ 


